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はじめに 

 

里山の風景は、人の営みによって守られてきました。米づくりや畑作などの農業はも

ちろん、炭や薪など生活に必須の燃料も、この里山から供給されていました。田んぼや

ため池、雑木林には多様な生き物が生息し、メダカやトンボがあたりまえのように見る

ことができ、水が保全され空気が浄化されていたのも里山があったからです。自然と対

立して生きるのではなく、自然に順応した形で豊かな感性や美意識をつちかい、地域固

有の文化を形成していきました。 

あいなの里山は、大都市である神戸市にありながら、人の営みによってこのような里

山が大規模な範囲で守られてきたところです。しかし大部分の都市住民は、この大切な

里山のことを知らずにいます。 

あいなの里山は、自然と人との共生のあり方を模索する場所だと考えます。この土地

の歴史・文化を含めた自然環境を保全し、再生を図る活動を通して、里山と都市との新

たな共生関係を見出し、取り組んでいく、ひとつのモデルとなるような里山公園づくり

を目指していきましょう。 

この里山公園を活気ある場、そして人と自然との新たな共生の場とするためには、な

によりも人づくりが重要です。人と人との出会いがある、「新しい里山公園」を創出、

かつ発信していきたいと思います。 

 

 

   令和 4年 4月 1日 

 

あいな里山参画団体運営協議会 

 

あいな里山公園管理センター 

 

国営明石海峡公園事務所 
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Ⅰ．あいな里山ルール 

 

１．活動の対象区域と運用主体 

1.1 活動の対象区域 

あいな里山公園（正式名称：国営明石海峡公園神戸地区）の全域（未開園区域を含

む）が対象区域です。 

1.2 運用主体 

(1)国営明石海峡公園事務所（以下、「公園事務所」）とあいな里山公園管理センター

（以下、「管理センター」）、あいな里山参画団体運営協議会の三者が協議の上、こ

のルールを作成します。 

(2)このルールに関する問合せや相談の窓口は、公園事務所です。 

1.3 対象となる人と行為 

活動の対象区域で活動しようとする全ての人、グループ、団体・組織とその行為を

対象とします。 

 

２．基本的な心得 

あいな里山公園で活動するときは、次の４つの心得を大切にしてください。 

2.1 ここは「みんな」の公園です 

ここにある全ての環境と機会は、「みんな」のものです。どれひとつとして、あな

たが独り占めできるものはありません。 

2.2 ここに「あなた」は参加できます 

この公園の環境と、ここで繰り広げられる全ての場と機会に、あなたは参加するこ

とができます。あなたと、他の参加者が、気持ち良く楽しむことができ、充実した時

をすごすことができるよう、心を配ってください。また、ここを訪れる人々が、あな

た以上に喜びを感じられるようにと心を配り、おもてなしをしましょう。 

2.3 あなたは「主役」になることができます 

この公園では、あなたは、迎え入れられる「利用者」としてだけでなく、利用者を

迎え入れ、歓待し、充実した時間を供給する「ホスト」となることができます。その

ために、ここでホストとして活躍する人たちとの親交を深めてください。そして、あ

なたが、ここを訪れる人々に提供したいことを考えてください。 

2.4 これは「里山環境を未来に引き継ぐ」のためのルールです 

以下に基本的なルールの項目を掲げます。全ては、この公園の「持続可能な活用」

のためのルールです。それは、遠い未来の子どもたちが、あなたの公園で感じた心地

よさ、充実感、幸福を、確実に感じられるようにするためのルールです。 

重ねてお願いします。ここでは、あなたの行為が未来の子どもたちを喜ばせるよう

に、行動してください。その基本は、素晴らしい里山の環境を、できる限り保つこと

です。素晴らしいあいな里山公園を創り上げていきましょう。 
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３．基本的なルール 

3.1 公園利用者に対する留意点 

一般の公園利用者に迷惑をかけないよう留意すること。 

(1)公衆の安全を守るよう、必要な措置を講ずること 

(2)公園施設を損傷し、汚損するなど公園の利用に支障を及ぼすおそれのある行為を

しないこと 

(3)公園の風致及び美観、その他公園としての機能を害しないこと 

(4)一般利用者とのトラブルが起こらないよう十分留意すること 

(5)公園の活動者として相応しい服装、言動、行動に十分配慮すること 

3.2 活動の手続き 

活動に際しては、あらかじめ管理センター（未開園区域においては、公園事務所）

と調整を行った上で活動申請を行い、公園事務所の許可または承諾を得ること。 

次に示すような場合、公園事務所は申請者に対して、許可または承諾を取り消し、

または、必要な措置を講ずるように命ずることがある。 

(1)申請内容に虚偽がある場合、または、不正な手段により許可または承諾を受けた

場合 

(2)都市公園法又は都市公園法に基づく規定に違反した場合 

(3)公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合 

(4)前項許可・取り消し・処置決定前に、該当の市民団体の意見聴取を行う。 

3.3 火気の使用 

公園内の火気使用は禁止する。ただし、許可を得た場合を除く。 

3.4 土地形状の改変 

公園内の土地を改変することを禁止する。改変には軽微な造成なども含む。 

ただし、許可を得た場合を除く。 

3.5 水質並びに土壌の汚濁並びに汚染 

公園内の河川、水路、池、地下水及び土壌などの汚濁並びに汚染行為を禁ずる。 

ただし、許可を得て行う農林産物の生産や、学習・研究・調査等に伴い、現地の土 

壌などから発生する汚濁並びに汚染については除く。 

3.6 狩猟・採取行為 

生物・植物・農林産物などの狩猟・採取・伐採行為は、軽微なものを除き禁止す 

る。ただし、許可を得た場合を除く。 

3.7 種の持ち込み並びに持ち出し 

公園外部からの、生物種並びに植物種の持ち込み、持ち出しを禁止する。 ただし、 

許可を得たものはこの限りでない。 

3.8 法律等の遵守 

都市公園法及び関係法令、その他あいな里山公園の管理運営に関するルールを遵 

守すること。 
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Ⅱ． あいな里山公園について 

１．公園の概要 

国営明石海峡公園は、明石海峡大橋を中心とした周辺地域の広域レクリエーションに

対応するため設置された、「淡路地区」（兵庫県淡路市）と「神戸地区」（神戸市北区・西

区）の２地区で構成される都市公園で、国（国土交通省）が整備・管理を行っています。 

「神戸地区」は、藍那集落を由来とする「あいな里山公園」が愛称です。都心近くに残

る里地里山を保全・再生し、地域の自然や歴史文化をだれもが体験できる「里地里山文化

公園」を目指しています。 平成 28 年 5 月 28 日に第１期開園し、年間約４万人が訪れ

ています。 

施設名称 国営明石海峡公園 神戸地区 

愛称 あいな里山公園 

所在地 〒651-1104 神戸市北区山田町藍那字田代 

電話/FAX 電話：078-591-8000（代表）、078-591-8013（直通） 

FAX：078-591-8001 

メール aina@kobe-park.or.jp 

ホームページ あいな里山公園 https://kobe-kaikyopark.jp/ 

国営明石海峡公園事務所 https://www.kkr.mlit.go.jp/akashi/ 

面積 計画面積 233.9ha 開園面積 46.2ha（2021 年現在） 

公園管理者/

管理運営事業

者 

○公園管理者（公園の計画・整備・管理の主体） 

国土交通省 近畿地方整備局 国営明石海峡公園事務所 

○管理運営事業者（開園区域の運営維持管理に関する業務） 

あいな里山公園管理センター（国営明石海峡公園運営維持管理業務 

国営明石海峡公園管理兵庫県・神戸市公園協会グループ共同体） 
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２．公園の計画等  

神戸地区は、土地の歴史・文化を含めた自然環境を保全し、自然との共生を中心とした

伝統的な自然観を継承することによって、いのちのにぎわいが豊かな「里地里山文化公

園」を目指す。 

 

【整備方針】（国営明石海峡公園基本計画 平成 29 年 6 月改定より） 

1．歴史・文化を含めたこの土地の里地里山の景観を、新たな技術を導入しながら再

生し、継承していくことを目指す。 

2．国際都市神戸に位置することから、自然と人との共生という伝統的な日本人の自

然観を海外の人々にも発信することを目指す。 

3．誰もが利用できる都市公園というレクリエーションの場を活用して、里地里山文

化を体感できるとともに、大規模な里地里山を「動態」として保全し、これを継

承していく際のモデルとなる公園づくりを目指す。 

4．環境保全と豊かな暮らしを同時に求める、持続可能な新しいライフスタイルの提

案を目指す。 

 

【利用計画】（国営明石海峡公園基本計画 平成 29 年 6 月改定より） 

○神戸地区の利用は、大都市近郊型の公園として豊かで広大な里地里山環境を守り育

てながら、大規模公園としての特性を活かした休息や憩い・散策・遊び等ゆとりあ

る利用（身近な森としての利用）を図る。 

○さらに上記の利用をベース

にしながら、右図の 3 つのテ

ーマ性をもった利用を設定

し、特徴ある公園づくりや利

用を図るものとする。 

○また、多様な利用層（家族連

れ、中高年グループ、青年層

等）と利用目的（散策、遊び、

環境学習、ボランティア活

動、プログラム参加、自然観

察、防災等）に対応する利用

を図る。 

○周辺地域との連携により里

地里山における環境維持活

動の推進、農に関わる地域文

化等の継承を図る。 
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【土地利用計画】 

計画地を 4 つのゾーンに区分した土地利用計画とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【土地利用方針図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※公園計画の詳しい情報は下記参照 

○国営明石海峡公園基本計画 

https://www.kkr.mlit.go.jp/akashi/kihonkeikaku.html 

○国営明石海峡公園整備・管理運営プログラム 

https://www.kkr.mlit.go.jp/akashi/seibi_program6.html 
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３．開園区域（2022 年現在） 

【開園時間・入園料】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※しあわせの村連絡口から入園した場合、駐車料金の支払いはしあわせの村の   

各ゲートで支払います。 

 

【四大まつりとフェスタ】 

田植えまつり（5 月）、やまももまつり（7 月）、里山まつり（10 月）、とんど焼き

（1 月）の四大まつり及び春・夏・秋・冬にフェスタを実施している。 

 

【里山体験メニューと里山学習プログラム】 

神戸地区の利用プログラムは、里山体験メニューと里山学習プログラムからなる。 

○里山体験メニュー（管理センターが企画・実施） 

・「農耕や農地・林地の管理」と「農作物等の収穫」が同時に楽しめる 

・年間を通じ提供 

・季節に合わせた多様なメニューを実施 

○里山学習プログラム（管理センターや市民団体等が企画・実施） 

・自然環境に関する学習、里山での遊びや里山文化を反映した行事等 

・公園の魅力向上につながる多様なプログラムを里山体験メニューの展開にあわ

せて提供する 

・１～数時間程度のプログラム 
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【主な施設】 

棚田ゾーン 木工棟、里山交流館、長屋門、伝庫の家、里山情報館、農村舞台、

白拍子の家、厨房棟、相談ヶ辻の家、多目的芝生広場、つつじ広

場、つつじの小道、白拍子だんだん畑、白拍子棚田、うめ林、もみ

じ谷、かんきつ山、めだか池、せせらぎ広場、茅場、相談ヶ辻広

場、小野だんだん畑、蓮田、水田、サンデン花の谷、サンデン休憩

所、じゅんさい池、さくら山、代ケ谷棚田、もも林、はんのき池、

炭焼き窯、望橋台、駐車場、体験学習施設、藍那口、藍那歩行者

口、相談ヶ辻歩行者口、茅場倉庫棟、倉庫棟、車庫棟、キーナの森

連絡口 

森のゾーン 遊びの森遊具、駐車場、しあわせの村連絡口 

※未開園区域の開園に向けて現在整備計画を検討中。次期開園予定区域は「森のゾー

ン」（開園時期未定） 

 

※開園区域の詳しい情報は下記参照 

○あいな里山公園 HP 

https://kobe-kaikyopark.jp/ 
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Ⅲ．あいな里山公園の市民活動 

１．市民活動の概要 

【市民活動団体】 

あいな里山公園では、公園の整備段階から参画いただいている市民団体とともに、

園内の維持管理や地域の特性を活かしたイベントの実施、各種プログラムの提供を行

うなど、地域と一体となった公園づくりに取り組んでいます。 

 

  【あいな里山参画団体運営協議会】 

公園の基本方針に沿って各団体間で協議をおこなうことによって活動を円滑にし、

公園づくりを行なうことを目的として、本公園で活動する市民団体が協力して協議会

を設立している。 

＜主な活動＞ 

①公園事務所、管理センターと協議会との協議により運営管理等課題解決を図る。 

②協議会に参画している市民団体が今迄に培ってきた経験とボランティア・マイ

ンドを活かし、協力スタッフとして、来園者を出迎え、楽しんでもらえる新規

イベント等実現できるプログラムを企画立案実施する。来園者拡大の一翼を担

う。 

③樹林管理、環境整備と利用促進に関する活動を実施することにより、公園の景

観づくりに寄与する。 

 

【里山フレンズ】 

市民団体と同様に市民が主体となって行う様々な活動を通し、公園の魅力や活動の

可能性を発見・創造するとともに、それらを多くの人々に伝えていくことにより、魅

力的な公園利用の実現と活性化を図ることを目的とした、個人参加型ボランティアの

「里山フレンズ」が活動している。 

 

【調査団体】 

市民団体が継続的に里山の保全に向けた活動を行うことを前提としているのに対

し、短期間の活動で調査主体の活動を行う団体は「調査団体」として活動している。 

 

※市民活動団体の詳しい情報は下記参照 

https://kobe-kaikyopark.jp/shimin 
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２．活動の申請 

活動開始にあたっては、「「あいな里山市民活動団体」活動規程」に基づき、事前に

「あいな里山公園市民活動申請書」により活動申請を行い、公園事務所または管理セ

ンターの認定を受けるととともに、公園事務所の許可または承諾を得る。 

また、「あいな里山参画団体運営協議会規約」に従って協議会に入会する。 

 

活動申請時に提出する書類（あいな里山公園市民活動申請書） 

・許可申請書（様式-1-1） 

※都市公園法第 12 条に基づく行為許可の申請。開園区域外の活動のみ必要。 

・活動申請書（様式-1-2） 

・活動計画書（様式-1-3） 

・団体の規約（任意の書式） 

・入園許可証申請書（様式-1-4） 

・車両入場・駐車許可証申請書（様式-1-5） 

・その他活動に応じた必要な資料 

 

※生産した農作物を販売する場合は、都市公園法第５条に基づき「公園施設の管理 

許可申請書」の提出が必要となる（P18「生産物の取り扱い）参照）。 

※活動の状況により、都市公園法第５条に基づき「都市公園占用許可申請」の提出

が必要になる場合がある。 

※許可・承諾の有効期限は許可・承諾日より当該年度末の３月３１日まで有効とす

る。活動を継続する場合は、再度申請を行う。 

※活動規程の内容は下記参照 

https://kobe-kaikyopark.jp/shimin（作成次第掲載予定） 
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３．活動時のルール 

3.1 市民団体の活動の基本となるルール 

・市民団体の活動においては「都市公園法」、「「あいな里山市民活動団体」活動規

程」、本ガイドブック及び公園で定められた各種ルール等を遵守する。 

・活動においては、毎月１回活動予定・報告を提出する。 

・開園区域外で活動する際は事前連絡を行う。 

・状況変化によりルールの改定が必要となった場合は公園事務所・管理センター・

協議会の 3 者で協議する。 

 

※公園利用上の注意事項 

https://kobe-kaikyopark.jp/chui 

 

3.2 入園・車両通行のルール 

市民団体の入園方法 

・入園においては、下記の入園口から入園する。下記以外のゲートから入園する

場合は入園方法について調整する。 

項目 車両での入園 徒歩での入園 

開園時間内 ・藍那口 

・藍那口ジャバラゲート 

・しあわせの村連絡口 

※藍那口から入園し、しあわせの

村連絡口から退園することはで

きない。逆も同様。 

・藍那歩行者口 

・相談ヶ辻歩行者口 

開園時間外 ・藍那口ジャバラゲート 

・入園許可証の発行を受けた場合、活動日に限り入園料が無料となる。また、車

両入場・駐車場許可証の発行を受けた場合、活動日に限り駐車料が無料となる。 

・市民活動中は、必ず入園許可証を着用し、入園した際には長屋門に設置する名

簿に記帳する。 

・施錠してある扉からの入園は、各団体に交付された鍵で解錠し、入園する。鍵

は必要な種類と数を申請し、交付を受ける。 

・藍那口、しあわせの村連絡口より入園した場合、料金所を通り入園許可証を提

示する。 

・イベント時など入園許可証を持っていない方が活動する場合、事前に名簿を管

理センターに提出することにより、活動日だけの協カスタッフとして臨時入園

証の交付を受けることができる。 
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園内の車両走行・駐停車に関るルール 

・園内の車両走行および駐停車においては、下記の走行ルールを遵守する。 

・時速 20km/時を厳守、歩行者・トラムカー優先とする。 

・市民団体の駐車場は原則「藍那口 C 駐車場」とする。 

・活動中に、資材運搬等のため園内を車両で通行する必要が生じた場合、許可証

と併せて「管理用車両」のマグネットを貼付して園内を走行する。※マグネッ

トは各団体原則２台まで配布。 

・運行ルートについては次ページ図参照。トラムカーと同じく時計回りの一方通

行で走行する区間 、両方走可能な区間を指定するため、そちらに従いトラム

カー・送迎バスの走行に支障がないように走行すること。 

・駐車場以外に駐車できる箇所は相談ヶ辻歩行者口南側とする。 

・停車可能な場所は指定箇所のみとする。荷物の運搬などの作業が終了次第、す

ぐに車を移動すること。 

・軽トラ等の荷台に人を乗せて走行してはいけない。 
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藍那口ジャバラゲート 
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16 

3.3 施設・設備利用のルール 

園内施設および公園備品の利用 

・プログラムやフェスタへの出展等で園内施設（木工棟や交流館、厨房棟等）や

公園備品（ヘルメット、ノコギリ、机、イス、テント、ドラム缶コンロ等）の

利用を希望する場合は、「プログラム実施計画書」や「出展参加計画書」等の計

画書に使用する施設と使用内容、日時等を記載し、管理センターに提出する。 

・その他の目的による利用については管理センターに問い合わせる。 

 

市民団体倉庫・会議室の利用 

・倉庫棟内の市民団体倉庫には市民団体が共有利用して

いる棚があるが、利用においては、協議会で棚の割当

てを検討してもらう。 

・倉庫棟内にある市民団体用会議室の利用においては、

事前に「里山交流館」内に備え付けてある所定の用紙

に使用する旨を記入する。使用時間が重なった場合は

使用予定の市民団体間で調整する。 

・倉庫棟の鍵の使用については、協議会に問い合わせる。 

 

パネル等の展示 

・活動内容の紹介等、パネルや作品の展示を行いたい場合は管理センターまで問

い合わせる。 

※市民団体のパネル等は主に「里山情報館」に展示している。 

 

3.4 動力機械利用のルール 

・刈払機の使用にあたっては、事前に安全講習を受講して使用、または、安全教

育を受講した者の指導のもとで使用する。 

・チェーンソーの使用にあたっては、労働安全衛生法 59 条に定められた「チェ

－ンソー作業従事者特別教育」講習会を受講し、修了証の交付を受ける。 

・「チェーンソー作業従事者特別教育」講習会は林材業労災防止協会（林災防）の

都道府県支部の他、機械メーカーの教習所、事務局が実施するもの等を受講す

る。 

・受講料は事務局が負担するものとする。 

・動力機械の利用にあたっては、安全管理を徹底する。 

 

※「チェーンソー作業従事者特別教育」講習会や刈払機の安全衛生教育につい

ては、雇用主が労働者に対して行うか、それが困難なら教育機関が主催する

講習会を受講することとされている。 

 

倉庫棟 
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【参考：園内におけるチェーンソー使用の考え方】 

・本公園では市民活動におけるチェーンソーの使用については、平成 15、16 年頃に

林業・木材製造業労働災害防止協会の「労働安全衛生特別教育」を公園で実施し、同

協会から全国的に通用する労働安全衛生特別教育修了証が発行されていたが、平成

17、18 年度に伐木や刈払い作業技術を重視した講習やあいな里山公園独自の「里

山管理技術者認定講座」の制度が設計され、平成 19 年度より試験運用が始まった。 

資格名 講習実施場所 証明交付団体 適用範囲 時期 

労働安全衛生特別 

教育 修了証 

国営明石海峡公園 

神戸地区 

林業・木材製造業 

労働災害防止協会 

全国 ～ H16

頃 

里山管理技術者認定 

講座 認定証 

国営明石海峡公園 

神戸地区 

国営明石海峡公園 

事務所 

公園内 H19

～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・労働安全衛生規則の一部改正により、胸高直径等で区分されていた伐木等の業務に

係る特別教育が統合され、この新たな特別教育（造材の方法、下肢の切創防止用保護

衣の着用について追加）が適用される令和 2 年 8 月 1 日以降は、改正後の科目全

て、または、一部を修了しなければ伐木等の業務に従事することができなくなった。 

・これらのことをふまえ、チェーンソー受講の必要性の考え方は次の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

労働安全衛生特別教育 

修了者 

（公的な資格有り） 

里山管理技術者認定講座 

認定者 

（公的な資格がない） 

労働安全衛生特別教育 

里山管理技術者認定講座 

未受講者（既存団体含む） 

（公的な資格がない） 

チェ－ンソー作業従事者特別教育 

令和 2 年より追加分された部分のみ 

受講が必要 

チェ－ンソー作業従事者特別教育 

全日程（2.5 日）の受講が必要 

労働安全衛生特別教育修了証（伐木等、刈払機） 里山管理技術者認定講座 認定証 
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3.5 生産物取り扱いのルール 

生産物の取り扱い 

・園内で栽培、収穫した農産物（加工品を含む。以下同じ）は、体験学習フログ

ラムにおける活動の一環として、プログラムの参加者に無償で提供することが

できる。 

・園内で栽培、収穫した農産物を、体験学習プログラムの中で調理して、購入し

た他の材料等の実費相当を参加者から徴収し、参加者に提供することができる。 

※実費の範囲には土地使用料も含む。 

・農産物の販売は、「体験学習プログラム実施のための施設（田畑）を管理する」

ために国の許可（都市公園法第５条に基づく施設の管理許可、以下 5 条許可）

を受けて、農産物の栽培、収穫、販売など全ての活動を、独立採算で行う場合

に限る。 

・販売による収入は、施設の管理及び体験学習プログラムの実施に必要な材料等

の実費相当に充てること。 

 【5 条許可の有無による活動の違い】※資材費、協力費は P19，20 参照 

 5 条許可の申請なし 5 条許可の申請あり 

生産物の 

取り扱い 

体験学習プログラムの参加者

に無償で提供することができ

る。 

体験学習プログラムの中で調

理して、購入した他の材料等の

実費相当を参加者から徴収し、

参加者に提供することができ

る。 

栽培、収穫、販売など全て

の活動を、独立採算で行う

場合に限り、有料で販売・

調理提供できる。収入は、

施設の管理及び体験学習プ

ログラムの実施に必要な材

料等の実費相当に充てるこ

と。 

活動の根拠 都市公園法第 12 条に基づく行

為許可のもと活動。 

 

左記の都市公園法第 12 条

に基づく行為許可及び都市

公園法第５条に基づく施設

の管理許可のもと活動。 

活動申請 P12 に記載の「あいな里山公園

市民活動申請書」により活動申

請。 

左記の申請書に加え「公園

施設の管理 許可申請書」に

より活動申請。 

土地使用料 不要。 国が定める使用料を支払

う。 

資材費の支給 

 

○資材費 A：概ね１万円以上の

もので、他の団体と共同で使

用する可能性が高いものに

対して調整のうえ購入。 

○資材費 B：支給の上限額を

50,000 円として支給する。 

5 条許可による活動には支

給なし。 

協力費の支給 

（里山学習 

プログラム） 

支給の上限額を 10,000 円として支給する。 

協力費の支給 

（フェスタ） 

支給の上限額を 5,000 円として支給する。 
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3.6 プログラムの実施やフェスタへの出展等と協力費、資材費の支給 

里山学習プログラムの実施と協力費等の支給 

・里山学習プログラムの実施においては「市民団体による「二十四節気・七十二

候プログラム」開催ガイドライン」に従って企画し、実施月の２か月前の 5 日

までに「プログラム・出展実施計画書（様式 2-1）」を提出する。火気を使用

する場合は「火気使用安全管理計画書（様式 2-3）」を「プログラム・出展実

施計画書」とあわせて提出する。提出後、公園事務所の了承のもと実施する。 

・飲食提供を行う場合は事前に「臨時営業開始届書（様式 2-4）」を神戸市東部

衛生監視事務所に提出する（※書式は神戸市所定のものを使用する）。 

・実施翌月 5 日までに「里山学習プログラム・出展実施報告書（様式 2-5）」を

提出する。 

・参加者の受付、料金徴収は各団体で行う。 

・里山学習プログラムの実施においては協力費の支給を受けることができる。支

給を受ける場合は、終了後に「請求書（様式 2-6）」を報告書とともに提出す

る。 

・支給金額については、主催の団体数に応じて以下の通りとする。 

団体数 支給金額 

１団体 5,000 円 

２団体 8,000 円 

３団体 9,000 円 

４団体以上 10,000 円 

・天候の悪化により中止となった場合はプログラムの準備のためにかかった経費

（配布資料の印刷代やスタッフの交通費など）を協力費を上限として請求でき

るものとする。なお、今後のプログラム等で使用できるものに関しては、請求

しないものとする。請求に関しては、項目ごとに費用を記載し、「プログラム準

備にかかる支出報告書（様式 2-7）」を提出する。 

・中止になった際に不要となった食材のうち保存または転用できないものは、購

入価格の半額で管理センターに買い取ってもらうことができる。買取を求める

場合は「食材買取の請求書（様式 2-8）」またはレシートを提出する。 

※支給の上限額を 10,000 円とする。 

※様式は様式集参照。 
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フェスタへの出展等と協力費等の支給 

・「里山学習プログラム・出展実施計画書（様式 2-1）」または「飲食出店計画書

（様式 2-9）」に記載し、管理センターが提示する締切日までに提出する。火

気を使用する場合は「火気使用安全管理計画書（様式 2-3）」を提出する。提

出後、公園事務所の了承のもと実施する。 

・飲食提供を行う場合は事前に「臨時営業開始届書（様式 2-4）」を神戸市東部

衛生監視事務所に提出する（※書式は神戸市所定のものを使用する）。 

・実施後、速やかに「里山学習プログラム・出展実施報告書（様式 2-5）」また

は「飲食出店報告書（様式 2-10）」を提出する。 

・フェスタへの出展（飲食出店以外）においては協力費の支給を受けることがで

きる。支給を受ける場合は、終了後に「プログラム等の協力費請求書（様式 2-

6）」を報告書とともに提出する。 

・支給金額については、主催の団体数および出展等の回数に応じて以下の通りと

する。 

団体数 
出展回数 

1 回 2 回以上 

1 団体 3,000 円 5,000 円 

2 団体 5,000 円 8,000 円 

3 団体以上 6,000 円 9,000 円 

・中止になった際に不要となった食材のうち保存または転用できないものは、購

入価格の半額で管理センターに買い取ってもらうことができる。買取を求める

場合は「食材買取の請求書（様式 2-8）」またはレシートを提出する。 

※様式は様式集参照 

 

資材費の支給 

・市民団体の活動において必要な資材の購入については資材費の支給を受けるこ

とができる。支給内容、手続き等については以下の通りとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※資材費 B の上限は 5 万円とする。 

※P18 に記載する 5 条許可による活動には支給しない 

※様式は様式集参照 
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3.7 保険・安全管理 

保険の加入 

・活動にあたってボランティア保険に加入する（保険料は各団体負担）。 

・一般参加者が参加するプログラムを主催で行う場合は、実施するプログラムの

内容に応じて当該プログラムに適用される行事保険に加入する（任意）。加入

する場合、保険料は各団体負担とするが、参加費に上乗せしても良い。 

※保険の例としてボランティア保険として「ボランティア・市民活動災害共済（兵

庫県）」、行事保険は「兵庫県ボランティア活動等行事用保険」がある。 

※管理センターが施設賠償保険（施設の管理や仕事の遂行に起因する対人・対物

事故による賠償責任を補償）に加入している。 

※フェスタ期間中においては上記の施設賠償保険に加えてイベント賠償責任保

険（期間中に被保険者が管理する施設で発生した他人の身体の傷害または財物

の損壊について法律上の損害賠償責任を補償）に加入している。 

 

安全管理 

・事故等緊急事態発生時には速やかに管

理センターに連絡する。管理センター

につながる非常電話の設置場所は以下

の 6 箇所である。 

・つつじの広場 

・めだか池 

・サンデン休憩所 

・大型遊具横 

・森のゾーン A 駐車場 

・森のゾーン B 駐車場 

 

 

 

・公園内の火気使用は原則禁止であるが、所定の場所（白拍子の家前広場、農家

のにわ、白拍子炭焼窯周辺、里山交流館前広場及びピザ窯、相談ヶ辻の家前広

場他安全確保が可能な場所）で許可を受けた場合は可能である。火気を使用す

る際は事前に「火煙上昇届」を管理センターに提出する。 

・活動内容に応じた服装、安全具の装着のほか、活動日の健康状態、自身の安全

衛生に留意するとともに、公園利用者の安全に留意するものとする。 

・活動の際には救急セットを準備しておく。ポイズンリムーバーが必要な場合は

管理センターに連絡する。  

非常電話 
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3.8 動植物の取り扱い 

・許可なく園内の動植物を捕獲・採取・持ち出しすることはできない。ただし、

虫取り網またはたも網での虫や水生生物の捕獲・観察のみ許可している（観察

後は捕獲した場所で放す）。 

・外来生物を捕獲した場合には逃がさずに公園スタッフに渡す。 

・外部からの動植物の持ち込みは原則禁止である（ただし、ペットや盲導犬、そ

の他許可を受けたものは除く）。 

 

3.9 活動報告等 

・活動当該年度末に「活動報告書」（様式-1-6）を提出する。 

・作物などの生産物がある団体は合わせて「園内生産物 作付け・流通報告書」

（様式-1-7）を提出する。 
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参考資料１ あいな里山の歴史文化と自然 

① 山田と藍那 

藍那のある山田庄（丹生山田郷）は摂津国八部郡

に属した古代からの荘園で、播磨国との境にある、

南は六甲山系、北は帝釈・丹生山系に挟まれた谷筋

にある山田川（志染川）流域に開けた地域である。 

同庄園は平安末期には東大寺領であり、その後、

平清盛が領することになる。南北朝時代には、丹生

山にさらに、平家滅亡の後、官領として没収され源

頼朝の知行となる。一ノ谷の合戦では、源義経もこ

の地を通って鵯越に向かい、「坂落し」で平氏軍を

撃破した。 

その後に、京都六条の左女牛若宮八幡宮領として

維持される。 

・南北朝時代：北朝方の赤松円心の勢力下にはいる 

 （左女牛若宮八幡宮領） 

・応仁の乱：不知行地 

・戦国末期：羽柴秀吉の庄内丹生攻めをきっかけに 

 豊臣氏蔵入地となる 

 

近世には山田 13 ヶ村といわれ、旧山田庄内には、上谷上、下谷上、原野、福地、中村、東下、坂

本、衝原、西下、小河、藍那、西小部、東小部の村があった。近世の山田 13 ヶ村は、幕府領、大名

領、仙洞御所領などに分かれ複雑な所領形態であった。 

山田庄は、古代から京・大阪と山陽・西国とを結ぶ山陽

道の裏街道として交通の要路であった。したがって、山田

庄は第一級の文化の通り道でもあり、今でもその名残りを

数多く留めており、「六條八幡宮の三重塔や流鏑馬神事」「若

王子神社」や「箱木千年家」などの数多くの文化財や伝統

行事が残っている。特に南北朝から室町時代にかけての石

造品の多いことが注目され、このような当地の独特の文化

を「丹生山田文化」と呼んでいる。 

1889（明治 22）年の町村制施行により八部郡山田村と改称、1896（明治 29）年からは武庫郡

に属したが、1947（昭和 22）年 3 月 1 日に神戸市兵庫区に編入されて山田町となり、1973（昭

和 48）年 8 月 1 日、兵庫区から北区が分区し、北区山田町となった。 

「藍那村」の名が史料上に現れるのは、戦国期 15 世紀末である。明石川上流藍野谷川流域の標高

約 220～300m に位置する谷あいの土地に集落（上ノ町〈カミンジョ〉、下ノ町〈シモンジョ〉、西ノ町

〈ニシンジョ〉、北ノ町〈キタンジョ〉の四つの単位からなる）があり、二次林に覆われた谷戸に造られた

棚田という環境は、大都市の近郊としては極めて稀な自然環境である。 

藍那 

拡大図 

六條八幡宮 



25 

② 藍那の田んぼと雑木林 

藍那の田んぼは、山の中の細長い谷や急な斜面につくられている。

それは、地形にあわせて細長いあぜものもあれば、曲がりくねった畦

に囲まれたものもある棚田である。かつて、公園区域全体にこのよう

な田んぼがあった。 

山田町の産業は農業が中心であったが、近年では兼業農家が増加し、

農家戸数、米麦の作付面積、木材などの出荷量は減少した。 

また、藍那は、豊かな山の資源にも恵まれ、これらの林は様々な目

的で利用されてきた。たとえば、コナラやカシの木は、炭焼きや薪に

適している。竹は、竹材を出荷したりタケノコを採ったり、栗林では

もちろん栗拾いをする。この他にも、下草刈りや山菜採りなど様々な

仕事や楽しみがあり、生活と深く関わってきた。 

藍那では古くから炭焼が行われていたが、大正 10 年頃から昭和

10 年頃までが最も盛んであったという。多いときには１日に 150

俵の炭が出されていた。相談ヶ辻から白川道を少し行った左側、道下

の田んぼ（猿田）では昭和 50 年代の初めまで炭を焼いていた。ここ

では炭に焼く材はカシで、6～10 時間をかけて白炭が作られていた。

※聞き取りによれば黒炭もつくっていたようである。 

また、藍那地区ではヤマモモを贈答する習慣があった。藍那では古

くから白桃、瑞光といった様々な品種が育てられ、昔、天領だった頃

は天皇に献上してきた。 

③ 藍那に残る史跡 

藍那の里山を抜ける道、それは遠い昔から人々が歩いてきた道である。神戸のまちと三木を結ぶ“三

木街道”や、平家物語で有名な義経の進軍にまつわる“鵯越道”、“白川道（白辺路）” 、さらには“徳

川道”といった古い道があり、今なお数百年も昔の道標がひっそりとたたずんでいる。また、石塔の

数々や、かつて農村歌舞伎が演じられた農村舞台など、数多くの文化財が里山とともに守られてきた。 

 

 

 

 

 

④ 北区の茅葺き民家と農村舞台 

北区には約 700 棟（平成 27 年度調査）の茅葺き民家が現存している、

日本でも有数の茅葺き家屋が残っている地区である。現存する民家建造物で

は日本最古と推定される箱木家住宅や、江戸中期に建てられた内田家住宅な

ど茅葺き建築の重要文化財も多くあり、農村歌舞伎舞台も現存している。公

園内には三棟の茅葺き民家が移築されており、藍那集落にある釈迦堂の農村

歌舞伎舞台（現在は農業用倉庫）を元に茅葺で新築した農村舞台がある。 

 

毘沙門堂 天津彦根神社 七本卒塔婆 宝篋印塔（和泉式部の墓）
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【伝庫の家】 

旧前中邸。南向きで規模は桁行 7.5 間×梁行 5.4 間（13.6ｍ×9.7ｍ）、

二列の部屋が「田の字型（四間取り）」の平入り農家である。 

江戸時代のはじめ、17 世紀中期の建築とされる。18 世紀後期、19 世

紀後期、戦後にも改築を行っている。神戸市が解体・保存していた部材を、

現在の建築基準に照らし合わせて組み直し復元した。旧所在地は区山田町

原野。 

 

【白拍子の家】 

旧田中家。平入、茅葺の主屋は桁行 1 0 間×梁行 6 間（18.1m×

10.9m）と大きな規模であり、この建物が元あった場所が集落を見下ろす

立地であることから、庄屋の家であったと伝えられている。間取りは二列

六室で、前列と後列の境はカミノマ部分で喰い違いとなっている。土間の

隅には牛小屋が設けられていた。旧所在地は山田町坂本。 

 

【相談ヶ辻の家】 

旧中谷家。南向きで、屋根は「四方蓋造り」と呼ばれる形式で、上屋が茅葺き、下屋の四方が

瓦葺きとなっている。 

明治時代初期には、この中谷家と並ぶ辻家が、共に旅籠（旅館）を営ん

でいたとの記録が残っており、小野（こうの）の二軒屋と呼ばれていた。

かつての中谷家の近辺には太山寺へ向かう道（谷筋白川道）を示す「立石

（道標）」があったと記録されている。旧所在地は山田町藍那（現在の位置

の北側）。 

 

【農村舞台】 

藍那集落にある釈迦堂の農村歌舞伎舞台（現在は農業用倉庫）を元に茅

葺で新築したもの。間口 13.4ｍ、奥行 9.6ｍ、回り舞台直径 8ｍの大舞

台で、床下に人がもぐって舞台を回せる構造となっている。舞台と花道は

地下でつながっており、隣接する控え室まで人目に触れず移動することも

可能である。 

※農村舞台とは 

藍那集落周辺はかつて農村歌舞伎が盛んに上演された地域であり、集落内でも天津彦根神社

内の舞台が建築当時の姿を残している。 

地域独自の歌舞伎、地芝居、文楽などが住民中心に活発に行われていたが、戦後演じられる

ことがなくなっていった。 
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⑤ あいな里山の動植物 

里山には、林や水辺（ため池や水路）、湿地あぜ（田んぼ）や草原（畦など）といったさまざまな環

境がある。このように＜雑木林・田んぼ・ため池＞がセットになってつくられた自然環境は、いろい

ろな種類の生き物や植物のすみかとなってきた。 

田んぼにはカエルやトンボが卵を産み、タニシやゲンゴロウもいた。水路ではホタルやサワガニ、

メダカが泳ぎ、ため池にはフナやドジョウ、ウナギもいた。田の畦や土手はスミレやササユリなどの

花が咲き、蝶やバッタのすみかとなった。明るい雑木林には、コバノミツバツツジなどの花が毎年き

れいに咲き誇り、ウサギやタヌキ、キツネが林の中を走り回っていた。 

また、園内ではさまざまな希少な動植物も確認されており、これらの保全が課題となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 藍那の地層と化石 

あいな里山には、白川の植物化石群で知られる神戸層群凝灰岩類や有馬

層群流紋岩類、花崗岩類など多様な地質・化石が確認されている。 

白川累層上部は厚い凝灰岩層と厚い礫岩層の互層を特徴とする層群であ

る。厚い礫岩層は凝固度が高いため、この層準の礫岩層の分布する地域では

独特の急崖をもつ景観を呈したが、今では大部分造成地化されてしまった。 

保存の良好な植物化石を大量に産するのは、白川累層の中・上部から、藍那累層にかけての層準で

ある。 

藍那の土は、「イヌグソ」と呼ばれる粘土質の土が多く、扱いが難しい土だと言われている。 
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参考資料２ 安全管理に関する資料 

平成 21 年度里山管理技術者認定講習 資料（抜粋） 

 3 級 安全管理 ルール一般・基礎知識 
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 3 級 草地 技能（刈払機の使用について） 
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